
　

こ
の
制
度
は
平
成
30
年
４
月
１
日
よ

り
導
入
さ
れ
る
、
新
し
い
保
険
制
度

で
す
。

　

収
入
保
険
制
度
は
、
農
業
経
営
者
ご

と
の
収
入
を
総
合
的
に
対
応
し
得
る
保

険
制
度
と
し
て
新
た
に
創
設
さ
れ
ま
す
。

農
業
経
営
全
体
と
し
て
加
入
し
、
原
則

と
し
て
全
て
の
農
業
経
営
品
目
が
対
象

と
な
り
ま
す
。
品
目
の
枠
に
と
ら
わ
れ

ず
、
自
然
災
害
等
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に

な
い
収
入
の
減
少
等
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

　

生
産
物
の
捨
て
作
り
・
取
引
先
と
の

示
し
合
わ
せ
た
意
図
的
な
安
売
り
な
ど

に
よ
っ
て
生
じ
た
収
入
の
減
少
等
は
、

制
度
の
補
償
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
Ｊ
Ａ
ふ
か
や
で
は
、
10
支
部

の
農
業
青
色
申
告
会
が
活
動
し
て
お

り
、
営
農
支
援
の
一
環
と
し
て
お
手
伝

い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
新
た
に
始
ま
る
収
入
保
険
制
度

で
は
、
加
入
条
件
に
青
色
申
告
を
行
っ

て
い
る
農
業
者
が
対
象
で
、
青
色
申
告

実
績
が
１
年
以
上
あ
れ
ば
加
入
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

青
色
申
告
は
税
制
上
の
メ
リ
ッ
ト
も

あ
る
制
度
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
青

色
申
告
を
始
め
よ
う
、
ま
た
、
農
業
を

始
め
よ
う
と
お
考
え
の
方
は
、
営
農
経

済
部 

営
農
支
援
課
、
ま
た
は
、
最
寄
り

の
支
店
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
収
入
保
険
制
度
に
つ
い
て
詳

し
く
内
容
を
お
聞
き
さ
れ
た
い
方
は
、

埼
玉
県
農
業
共
済
組
合
北
部
統
括
支
所

（
０
４
８
―
５
３
３
―
８
０
３
０
）
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

よ
る
収
穫
量
の
減
少
、
販
売
価
格
の
低

下
な
ど
も
含
め
た
収
入
減
少
を
補
填
す

る
仕
組
み
で
す
。

　

青
色
申
告
を
行
っ
て
い
る
農
業
者

（
個
人
・
法
人
）
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

原
則
、
連
続
で
５
年
以
上
の
青
色
申

告
実
績
が
あ
る
農
業
者
を
基
本
と
し
て

い
ま
す
が
、
１
年
以
上
の
青
色
申
告

（
簡
易
方
式
を
含
む
）
実
績
で
あ
っ
て

も
加
入
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
現
金
主

義
に
よ
る
も
の
は
加
入
対
象
外
と
な
り

ま
す
。

　

農
業
者
が
自
ら
生
産
し
た
農
産
物
販

売
収
入
全
体
の
補
償
を
行
い
ま
す
。

①
収
入
保
険
制
度
で
は
、
農
業
者
が
自

ら
生
産
し
た
農
産
物
の
販
売
収
入
全

体
が
対
象
に
な
り
ま
す
が
、
生
産
し

て
い
る
も
の
以
外
に
他
か
ら
仕
入
れ

た
農
産
物
を
販
売
し
て
い
る
場
合
、

山
等
か
ら
自
然
発
生
し
た
農
産
物
を

採
取
し
て
販
売
し
て
い
る
場
合
は
補

償
の
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

②
所
得
金
額
で
は
な
く
、
収
入
金
額
を

対
象
と
し
て
い
ま
す
。

営農支援係長
松村　義則

収
入
保
険
制
度
が
始
ま
り

ま
す

＊
今
月
号
は
私
が
担
当
し
ま
し
た
。

③
加
工
品
は
原
則
と
し
て
販
売
収
入
に

含
ま
れ
ま
せ
ん
が
、
所
得
税
法
上
農

業
所
得
と
し
て
申
告
さ
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
農
産
物
の
販
売
収

入
に
含
ま
れ
ま
す
（
精
米
・
も
ち
・

干
し
柿
・
干
し
し
い
た
け
・
牛
乳

な
ど
）。

④
補
償
さ
れ
る
販
売
収
入
の
計
算
で
は
、

在
庫
に
つ
い
て
も
販
売
収
入
に
含
ま

れ
ま
す
。

　

基
本
的
に
補
助
金
等
は
販
売
収
入
に

含
ま
れ
ま
せ
ん
が
、
実
態
上
販
売
収
入

と
一
体
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
補
助

金
は
販
売
収
入
に
含
め
る
と
さ
れ
ま
す

（
畑
作
物
の
直
接
支
払
交
付
金
・
畑
作
物

営
農
継
続
支
払
・
加
工
原
料
乳
生
産
者

補
助
金
の
数
量
払
い
な
ど
）。

⃝

自
然
災
害
に
よ
る
収
量
の
減
少

⃝

需
給
変
動
に
よ
る
価
格
の
低
下

⃝
機
械
の
故
障
、
農
業
者
の
病
気
や
怪

我
に
よ
る
収
入
の
減
少

⃝

収
穫
後
の
保
管
中
の
事
故
に
よ
る
収

入
の
減
少

　

農
業
者
の
経
営
努
力
で
は
避
け
ら
れ

《
収
入
保
険
制
度
と
は
》

《
収
入
保
険
制
度
の
補
償
対
象
》

《
各
補
助
金
の
取
り
扱
い
は
》

《
制
度
の
補
償
と
な
る
場
合
は
》

《
制
度
の
補
償
対
象
外
》

《
収
入
保
険
制
度
の
加
入
条
件
》


